
 

 

第２回 

 

特定非営利活動法人メンタルケア協議会定期総会 

 

＜総 会 資 料＞ 

 

 

 

平成１５年６月２９日（日曜日） 

 

 

於：明治大学リバティーホール 

 

千代田区神田駿河台１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡＭ 特定非営利活動法人メンタルケア協議会 

             Japanese Association of Mental Health Services 

 

       事務局  〒151-0053  

            東京都渋谷区代々木１丁目５５番１４号 

                 セントヒルズ代々木 ７０６号室 

            Phone  03-5333-6446  FAX  03-5333-6445 

 



 

総 会 次 第 

 

１．開会挨拶                       理事長   浜田 晋 

 

２．出席状況確認（定款２６条） 

 

３．議長選出（定款２５条） 

 

４．議事録署名人（２名）及び書記（１名）選出（定款２９条の２） 

 

 

５．議 事       

    議案第１号   平成１４年度会務報告並びに事業報告（案）            

     

    議案第２号   平成１４年度収支決算（案）及び監査報告 

     

    議案第３号   平成１５年度事業計画及び予算（案） 

 

議案第４号   定款変更の承認を求める件 

 

議案第５号   会費額変更の承認を求める件 

 

    議案第６号   役員選任の件 

 

  議案第７号 顧問指名の件 

                             

 

６．閉会の挨拶                        理事   穂積 登 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１号  平成１４年度会務報告並びに事業報告（案） 

 
平成１４年度 会務報告（平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日） 

 

１．会員状況（平成１５年３月３１日現在） 

   現在会員数    正会員     １０３名 

          賛助会員       ６名 

   入会     正会員    ２９名 

    賛助会員    ４名 

   退会             ０名 

 

２．会 議 

   総会 

     定期総会   平成１４年 ５月１２日 （立教大学７１０２教室） 

 

   理事会 

          第１回理事会   平成１４年 ６月１３日 （代々木の森診療所会議室） 

          第２回理事会   平成１４年 ９月１９日 （代々木の森診療所会議室） 

          第３回理事会  平成１５年 ３月２２日  （代々木の森診療所会議室） 

 

      事務局会議 

     平成１４年４月１８日、６月６日、９月１２日、１１月１４日、 

     平成１５年１月９日、２月１３日、３月１３日 

     以上 計７回開催 

 

   その他 

  平成１４年１０月１７日 成年後見制度勉強会 

 

 

平成１４年度事業報告（平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日） 
 

１．事業の成果 

 個々人や個別の施設では出来ない、特定非営利活動法人メンタルケア協議会ならではの

活動を目標として下記のような事業を行ってきた。 

 

① 東京都精神科救急医療情報センター受託事業 

 年度当初の計画にはなかったが、東京都より東京都救急医療情報センターを事業受託し、

一年間３６５日２４時間業務を遂行することになった（後記の東京都精神科救急医療情報

センター事業実施報告を参照）。事業の一環として、「オーストラリアＮＳＷ州の精神科救

急マニュアル」を刊行した。 



② セミナー、研修事業、講演会の開催 

 今年度はシンポジウムを２回開催し、１回目は「精神科救急医療」をテーマとして取り

上げた。２回目は法人設立１周年記念と重ねて行い、浜田晋理事長が「日本の地域精神科

医療を振り返る」と題して精神科医療・福祉全体の全体的問題を講演し、討論した。ミニ

シンポジウムとしては、アメリカのロサンゼルスで実践されている保健福祉施設「ビレッ

ジ」について、ビレッジ研修部長を迎えて講演会を開催した。さらに、世界精神医学界横

浜大会（WPA）に合わせて、NPO みなとネット及びヤンセンファーマ株式会社と共催で

WPA に参加された海外の先生を招いて各国の地域精神医療の体験を講演してもらった。 

 

③ インターネット・ウェブサイト、会誌「ＪＡＭ通信」などによる広報活動 

 インターネット・ウェブサイトを立ち上げ作業を行った。完成は平成１５年６月の予定

となっている。「ＪＡＭ通信」は３回の発行し、臨時の会員通信２回を含めて合計５回の情

報発信を行った。 

 

２．事業の実施に関する事項 

 

（１）特定非営利活動に係わる事業 

 事業名 事業内容 事業日時 実施場所 従事者

の人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

支出額 

（円） 

東京都委

託事業 

 

 

東京都精神科救急

医療情報センター 

平成１４年

７月１日～

平成１５年

３月３１日 

東京都精

神科救急

医療情報

センター 

９０名 都民一般 30,519,301 

シンポジウム「都

市部における精神

科救急を考える」 

平成１４年

５月１２日 

立教大学

ホール 

１２名 精神保健医療

福祉の関係者 

１２５名 

  774,519 

法人設立１周年記

念講演「日本の地

域精神医療を振り

返る～浜田晋の語

るおもての話うら

の話」 

平成１５年

１月２６日 

パレスホ

テル 

２５名 精神保健医療

福祉の関係者

及び一般市民 

３１１名 

  1,009,493 

セ ミ ナ

ー、研修

会、講演

会の開催 

セ ミ ナ

ー、研修

会、講演

会の開催 

ミニシンポジウム

「精神科リハビリ

テーションとケア

マネージメント～

ロサンゼルス群の精

神保健施設『ビレッ

ジ』の挑戦～」（旭化

成株式会社共催） 

平成１４年

７月４日 

京王プラ

ザホテル 

６名 会員・賛助会

員及び一般市

民２９名 

30,000 



 「地域精神医療成

功のキーワードは

何か？諸外国の経

験に学ぶ」（NPO み

なとネット・ヤンセン

ファーマ株式会社共

催） 

平成１４年

８月３０日 

京王プラ

ザホテル 

３名 精神保健医療

福祉の関係者

及び一般市民 

１３１名 

0 

「ＪＡＭ通信」の

発行 

平成１４年

６月３日 

６月１３日

７月３日 

８月１０日 

平成１５年 

１月６日 

事務局 ３名 会員及び賛助

会員 

32,045 インター

ネット・

ウェブサ

イトなど

による情

報提供 

 

 

 

インターネット・

ウェブサイトによ

る情報提供 

平成１５年 

６月完成予

定 

事務局 ２名 精神科の保健

医療福祉の関

係者及び不特

定の市民 

38,875 

 

 

（２）収益事業 

      収益事業は行わなかった。 

 

 

 

 



東京都精神科救急医療情報センター事業実施報告 
 

1. 実施期間 
平成１４年７月１日～平成１５年３月３１日（平成１４年８月３１日までは試行） 

夜間（午後５時～翌朝９時）   ２７４日 

休日昼間（午前９時～午後５時）  ８８日 

 

2. トリアージ実績 

判定 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 合計 3 月 年度合計 

全電話回数(都ケースを除く) 831 946 889 941 904 727 5238 959 6197

初期救急 11 10 9 16 23 13 82 10 92

二次救急 19 19 16 19 22 24 119 27 146

身体合併 2 2 3 2 0 3 12 3 15

 

3. 相談員の数 
 新規従事者   ７１名（東京都非常勤専門相談員を除く） 

 年度内退職者  ８名 

 
4. 研修会 

 平成 14 年  6 月 29 日   事業開始前全体研修会① 

   〃     7 月 27,28 日  相談員全体研修会② 

   〃  8 月 23,30 日  相談員全体研修会③ 

   〃  9 月 22,23 日  相談員契約更改及び全体研修会④ 

   〃 11 月 30 日,12 月 1,17 日 相談員全体研修会⑤ 

 平成 15 年  3 月 15,16 日  相談員契約更改及び全体研修会⑥ 

    〃  3 月 30 日  病院見学会（平川病院） 

 

















議案第３号   平成１５年度事業計画及び予算（案） 

 

平成１５年度事業計画書案（平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日） 

 

１．事業活動実施の基本方針 

 二つのことを活動の柱とする。ひとつは、精神科の医療と福祉に関わりや関心を持って

いる者どうしが支え合うための活動、具体的には、研修会や講演会活動、情報提供活動、

コンサルティングなど。もうひとつは、患者さんやそのご家族から必要とされていながら、

個々の医療機関や社会復帰施設では行い難いことを当協議会の事業を手がけてゆくこと。

平成１５年度には以下の活動を行ってゆく。 

 

①セミナー、研修、講演会事業の開催 

精神科の医療・保健・福祉に関する重要なテーマに関してセミナー、研修会、講演会を行

う。今年度は主に「新障害者プラン」に関連したテーマを取り上げてゆく。 

②インターネット・ウェブサイト、会誌「ＪＡＭ通信」 

インターネット・ウェブサイトと会誌「ＪＡＭ通信」を活用して、会員どうしで意見や情

報の交流を行う一方で、市民向けの啓発活動を行ってゆく。 

③東京都よりの委託事業 

東京都より委託を受けて昨年７月より試行実施、９月から本格実施している東京都精神科

救急医療情報センターでのトリアージ業務を今年度も引き続き担ってゆく。都民の救急ニ

ーズに適切に応えられるようにトリアージ業務の質のいっそうの向上に努めてゆく。 

 

                                      
 

２．事業の実施に関する事項 

                                       

（１）特定非営利活動に係わる事業 

 

 事業名 事業内容 事業予定

日時 

実施予定場

所 

従事者の予

定人数 

受益対象者

の範囲及び

予定人数 

支出見込額 

シンポジウム

「新障害者プ

ラ ン と Ａ Ｃ

Ｔ」 

平成１４

年６月２

９日 

明治大学リ

バティホー

ル 

２０名 精神医療保

健福祉の関

係者 

３００名 

  1,500,000 セ ミ ナ

ー、研修

会，講演

会の開催 

 

 
研修会「成年

後見業務の実

際」 

平成１５

年１１月

頃 

理容会館 １０名 精神医療保

健福祉の関

係者 

１５０名 

 1,000,000 



「 Ｊ Ａ Ｍ 通

信」の発行 

年４回程

度 

事務局 ５名 会員及びそ

の他の会員 

各号につき

30,000 × 4

回 

インター

ネット・

ウェブサ

イトなど

による情

報提供 

 

 

 

 

インターネッ

ト・ウェブサ

イトによる情

報提供 

常時 事務局 事務局員が

中心となっ

て行う 

精神科の保

健医療福祉

の関係者及

び不特定の

市民 

 1,100,000 

 

 

 

 

東京都委

託事業 

東京都精神科

救急医療情報

センター 

通年 東京都保健

医療情報セ

ンター 

電話相談員

７０名と事

務局員 

都民 43,010,000 

 

  

 

 

（２）収益事業 

      収益事業は行わない。 

 

 

 

 

 

付記；東京都精神科救急医療情報センターでのトリアージ業務の概要 

 

１）組織体制 

・メンタルケア協議会の精神科救急医療事業部 

メンタルケア協議会内部に設けた精神科救急医療事業部が委託業務に関する日常的な管理

を行う。管理業務の内容は、日々のトリアージ業務の点検・連絡・調整、電話相談員の勤

務表の作成、電話相談員の採用・給与・勤怠管理などに関する事柄、電話相談員の研修な

どである。 

・東京都精神科救急医療情報センター運営委員会（通称、運営委員会） 

東京都精神科救急医療情報センターを円滑に運営するために運営委員会が設けられている。

運営委員会は東京都精神保健福祉課、メンタルケア協議会の精神科救急医療事業部からの

委員（複数）、および同部が電話相談員の中から選んだ運営員３名によって構成されてい

る。運営委員会の長はメンタルケア協議会からの委員が当たる。 

・トリアージ研究会（通称、トリ研）                                

 トリアージ研究会（通称トリ研）を相談員全員の強制参加でもって構成している。この会

を通じてトリアージ業務に関する連絡・調整と研修の準備を行う。相談員の中からトリ研

幹事を４名任命して役割を分担していただいている。 

 



２）電話トリアージ業務への相談員の配置 

以下のような体制でもって電話トリアージ業務を行う。 

    準夜帯（午後５時から午後１０時）   ２～３名 

    深夜帯（午後１０時から翌朝９時）     ２名   

         休日日中（午前９時から午後５時まで）   ２～３名 

 

３）電話相談員のスキル・アップのための研修 

以下のような研修を行う。 

・相談員全体研修（グループ分けして全員に参加してもらう）を年間４回開催予定。 

・事例検討会を必要に応じて適宜に行う。 

・当番医療施設の見学会（年２回）を行う。 

 

４）電話相談マニュアルの整備 

救急システムの変更に伴って電話相談マニュアルを随時改訂してゆく。 

 









議案第４号   定款変更の承認を求める件 

 

１）定款の変更についての提案 

「定款 第２章 会員 第６条、第７条、第８条」の項を以下のように変更する 

 

 

【変更前】 

第２章 会員 

＜種別＞ 

第６条 この法人の会員は、次の２種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の

社員とする。 

（１） 正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人または団体 

（２） 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体 

 

＜入会＞ 

第７条 ２ 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会

申込書により、理事長に申し込むものとする。 

第８条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

 

【変更後】 

第２章 会員 

＜種別＞ 

第６条 この法人の会員は、次の３種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の

社員とする。 

（１） 正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人 

（２） 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人 

（３） 団体賛助会員 この法人の事業に賛助するために入会した団体 

 

＜入会＞ 

第７条 ２ 正会員、賛助会員及び団体賛助会員として入会しようとする者は、理事長が

別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 



議案第５号   会費額変更の承認を求める件 

 

定款の変更を受けて、会費を以下のように変更する 

 

 

【変更前】 
（１）正会員 

入会金 10,000 円  会費 10,000 円 

（２）賛助会員 

      入会金  5,000 円  会費  5,000 円 

 

 

【変更後】 
（１）正会員 

入会金 10,000 円  会費 10,000 円 

（２）賛助会員 

      入会金  5,000 円  会費  5,000 円 

（３）団体賛助会員 

   会費一口 50,000 円 



議案第６号   役員選任の件 

 

平成１５年度より２年間の役員について以下のように提案する。 

 

 役 名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 
氏  名  役 名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 

氏  名 

1 理 事 
 (ｱﾏﾉ ｾｲｺ) 

天野 聖子 
14 理 事 

(ﾈﾓﾄ ｻﾄｺ) 

根本 哲子 

2 理 事 
 (ｲｻｵ ﾄﾓﾋｺ) 

悳 智彦 
15 理 事 

 (ﾊﾄｳ ｸﾆﾄｼ) 

羽藤 邦利 

3 理 事 
 (ｲﾜｼﾀ ｻﾄﾙ) 

 岩下 覚 
16 理 事 

 (ﾊﾅｵｶ ﾋﾃﾞﾄ) 

花岡 秀人  

4 理 事 
 (ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙｵ) 
内田 晃雄 

17 理 事 
(ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ) 
平川 淳一 

5 理 事 
 (ｵｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ) 
荻野 耕平 

18 理 事 
(ﾋﾗｶﾜ ﾋﾛﾕｷ) 
平川 博之 

6 理 事 
 (ｵﾀﾞﾜﾗ ｺｳｿﾞｳ) 

小田原 耕三 
19 理 事 

(ﾎﾂﾞﾐ ﾉﾎﾞﾙ) 

穂積 登 

7 理 事 
 (ｵﾊﾗ ﾓﾄｵ) 

小原 基郎 
20 理 事 

(ｶｼﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ) 

梶原 徹 

8 理 事 
 (ｶﾜｾ ﾂﾈｵ) 

川瀬 典夫 
21 理 事 

(ｺｼｶﾜ ﾋﾛｷ) 

越川 裕樹 

9 理 事 
 (ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾗ) 

 窪田 彰 
22 理 事 

(ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ) 

高橋 龍太郎 

10 理 事 
 (ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ) 
佐々木 一 

23 理 事 
(ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ) 
中村 誠 

11 理 事 
 (ｼｵｲﾘ ﾕｳｾｲ) 
 鹽入 祐世 

24 理 事 
(ﾎｼ ｱｷﾃﾙ) 
星 昭輝 

12 理 事 
 (ﾀﾅｶ ﾀｶｵ) 

田中 孝雄 
25 理 事 

(ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ) 

村上 雅昭 

13 理 事 
 (ﾄｸﾞﾁ ﾀﾏｺ)  

外口 玉子 
26 監 事 

(ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ) 

田中 雅明 

 


